
ドイツの環境政策
一循環型経済 ・廃棄物法 をめ ぐって(そ の三)
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3.4回 避不可能な廃棄物の処理

回避 されなかった廃棄物は,ま ず再活用 されねばならない。それが不可能な

場合に,除 去されねばな らない,と いう処理に関する優i先順位がある。この処

理は,第5条 により,廃 棄物発生者1)及 び所有者に課され,又,第15条 第1項,

第17条 第6項 第1文,第18条 第2項 第2文 により,公 法上の処理担当機関及び

民間の処理担当機関に課される。

第4条 には,循 環型経済の原則が挙げられ,こ こに再活用の原則が挙げられ

ている。第3項 及び第4項 では,原 料 としての資源の再活用 とエネルギーとし

ての再活用が区別されている。問題なのは,多 くの場合,あ る特定の措置が,

原料又はエネルギーとしての再活用と見なされるのか,あ るいは廃棄物の除去

と見なされるのか どうか,と いうことである。そこで,こ の第3,4項 では,

再活用であるか除去であるかは,そ の措置の主要目的に占める割合に従 って決

定すると規定している。

1)こ れ ま で 原 文 の"Abfallerzeuger"を 「廃 棄 物 生 産 者 」 と して い た が,本 稿 よ り,

「廃 棄 物 発 生 者 」 と改 め る 。
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第10条 では,廃 棄物除去の原則が挙げられている。第1項 は,再 活用 されな

い廃棄物 は,永 続的に循環型経済か ら排除され,社 会の安全維持のために,除

去されねばならない,と 規定している。第2項 は,目 標基準を含み,特 に,廃

棄物を加工することによって,そ の量及び有害性を削減 しなければならない,

と指示 している。第3項 により,こ れらの措置は,国 内で行われねばならない。

第4項 は,廃 棄物が公共の安全を侵さないように除去されることを要求 し,

さらにどんな場合に公共の安全の侵害があるか,と いうことを6ケ ースにわた

り記述 している。2)

3.4.1廃 棄物の再活用及び除去処理責任者

今や,循 環型経済 ・廃棄物法では,原 則的に,廃 棄物の発生者又 は所有者は,

廃棄物をまず再活用 し,そ れが不可能な場合にはじめて,除 去することを義務

づけ られている。これは,第4条,第10条 で規定された循環経済 と公益に適っ

た廃棄物除去の原則を,廃棄物発生者及び廃棄物所有者が基本義務 として負う,

とする第5条 又は第11条 に依る(特 に第5条 第2項 と第11条 第1項 を参照)。

廃棄物発生者及び廃棄物所有者は,そ の義務の遂行を第三者に委託はできるが,

しかし,義 務履行の責任は負う(第16条 第1項)。

廃棄物の 「発生者」及び廃棄物の 「所有者」 という概念は,循 環型経済 ・廃

棄物法第3条 で定義されている。すなわち,発 生者とは,そ の活動によって廃

棄物 を発生させた自然人又は法人である。又は,廃 棄物の自然の形態や組成の

変化 に影響をもた らす,前 処理,混 合,そ の他の加工を行った者すべてである

(第5項)。 所有者 とは,廃 棄物に対す る事実上の物的支配権 を有する自然人

及び法人である(第6項)。B.Reefに よると,発 生者 も所有者 も同一である。

例外 としては,例 えば,使 用不可能な自動車を違法に私有地に放置 した場合で

ある。自動車は廃棄物 と見なされるわけだが,そ の廃棄物の発生者は,そ の自

動車の所有者,つ まり,そ の自動車の最後の所有者である。 しか し,そ の廃棄

2)本 稿(そ の2),「 商 学討 究」 第49巻 第1号 掲 載 を参 照 され たい。
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物 としての自動車の所有者は土地所有者である。なぜなら,土 地所有者が,そ

の自動車に関する実際上の物的支配権を有 しているからである。3)

廃棄物発生者又は廃棄物所有者が処理義務を負うという原則には,例 外があ

る。

すなわち,廃 棄物発生者又は廃棄物所有者が他の機関に(1)引 き渡さなけれ

ばならない廃棄物の場合,あ るいは(2)そ れらの者を,そ の処理義務か ら解放

する結果を伴って,引 き渡すことがで き,且 つ実際に引 き渡す廃棄物の場合は,

廃棄物発生者あるいは廃棄物所有者に原則上の処理義務はない。

そのような廃棄物の再活用又は除去処理については,元 来の発生者あるいは所

有者の代わりに,廃 棄物の引 き取 りを義務づけられた,又 は自由意思にもとづ

き引き取った,他 の機関に義務づけられる。4)

他の機関 とは,以 下の通 りである。

1)州 法によって規定された,公 法上の処理担当機関:つ まり,市 町村のよ

うな地方自治体。

2)民 間処理機関:民 間処理機関として循環型経済 ・廃棄物法では,以 下を

想定 している。

連 合 会Verbdnde(第17条):こ れは,営 利企業並びにその他の経済

的企業又は公共施設(た だし,民 間家庭は除外)で 生 じる廃棄物の生

産者 と所有者が,そ の廃棄物を処理するという目的のために設立する

ことがで きる。例えば,手 工業部門の企業や民間及び自治体の処理機

関参加の同業組合 により,設 立される。

付属組meEinrichtungen(第18条):こ れは,経 済 自治団体(商 工会議

所,手 工業会議所,農 業会議所等)に より,上 記と同様の目的のため

に設立することがで きる。

民間の処理機関は,以 下の二通 りの方法で,処 理機能を引き受けることが

3)1996年12月20日 のDr.B.Reefの ゼ ミ ナ ー ル 「環 境 政 策 」に お け る 質 疑 応 答 に よ る 。

4)K611er,Kreislaufwirtschafts-undAbfallgesetz.TextausgabemitErldiuterungen.

2.,UberarbeiteteunderweiterteAuflage,Berlin1996S.180f.
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できる。

(a)営 利企業並びにその他の経済企業及び公共施設で生 じる廃棄物の発生

者及び所有者は,連 合会あるいは付属組織に再活用義務の履行を委任す

ることがで きる。ではあるが,そ の義務履行に対する責任は厳然 として

残る(第16条 第2項 並びにそれに関連する第17条 第1項,第18条 第2項)。

連合会あるいは付属組織 自体は,処 理義務を引 き受けずに,義 務の履行

の援助のためのサービス機関として,履 行のための技術的な業務の遂行

のみを引 き受ける。例えば手工業会議所 は,廃 棄物法上の義務 を負 うこ

とな く,手 工業企業の委託により,特 定の廃棄物 を処理する安全処理連

合会あるいは類似の機関を設置で きる。ではあるが,当 該廃棄物が,自

治体の処理義務から排除された場合にのみ,民 間処理機関へ廃棄物の除

去処理 を委託できる。

(b)営 利企業並びにその他の経済企業あるいは公共施設で生 じる廃棄物の

発生者及び所有者の義務は,連 合会又は会議所か らの管轄官庁への申請

によって,連 合会又は付属組織に移行 される。廃棄物の発生者及び所有

者は,そ のか ぎりで,廃 棄物 を民間処理機関に委託するの と同様に,処

理義務から解放 される。これらの者に代わって,連 合会ないしは会議所

の付属組織が,委 託 された廃棄物の処理義務を負い,且 つその廃棄物を

処理する権利を得 る。義務の移行は,連 合会ないしは付属組織 による処

理の可能な廃棄物の幅を拡大する。つ まり,民 間処理機関へのすべての

除去用廃棄物の処理の委託は,公 法上の処理機関が,そ の廃棄物処理を

排除した場合にかぎり,可 能だか らである。

管轄官庁は,社 会の安全保持のために,発 生者及び所有者 自身がその

義務を遂行 しない場合には,当 該連合会又は付属組織 に移行 された責務

分野の範囲内で,且 つその目的の範囲内で,そ の他の発生分野か ら生 じ

たすべての廃棄物の除去処理,特 に連合会に所属 しない他の発生者及び

所有者の廃棄物の除去処理 を,連 合会又は付属組織 に義務づけることが

できる。ただし,第15条 第2項 の規定に依 り,公 法上の処理機関は,第
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三者や民間処理機関に義務が移行 した場合であっても,家 庭ゴミの処理

義務から解放はされない。つまり,こ の規定には,民 間処理機関は,家

庭ゴミの処理義務 を負わせ られることはない,と いう含みがあるか らで

ある。その他にも,連 合会又は付属組織の目的規定によっても,排 除さ

れ うる。管轄官庁は,こ の目的規定を尊重 しなければならない。

例えば,Arzt/Siedererに よると,自 動車塗装業連合会は,連 合会に

所属 しない自動車塗装工場で生 じた除去用廃棄物 もすべて,処 理する義

務を負わされうる。当該地域で他に安全処理組織が存在 しなかった り,

あるいはきちんとした廃棄物の除去処理が保障されない場合は,公 共の

安全のために,そ のような義務が課されうる。ただし,例 えば,こ の連

合会に自動車修理工場か ら生 じる,古 オイルや他の廃棄物に対する除去

処理を課すことは,不 可能であろう。連合会に移行 された処理義務は,

自動車塗装業者の連合会の目的に関連 した活動をする団体の廃棄物処理

に限定されるからである。5)

連合会及び会議所の付属組織,あ るいは民間の第三者へ処理義務を移

行する場合,こ れらが義務 を履行するための援助的なサービスをすると

いう程度の関与をするとされているのと同様に,そ の義務の範囲につい

ては,管 轄官庁の裁量によるが,そ の裁量の幅については,ま だ明確化

する必要がある。その上,連 合会又は付属組織へ義務を移行するについ

ては,公 法上の処理機関の同意が必要である。 しかし,ど のような前提

条件のもとで公法上の処理機関が同意しなければならないのか,又 は拒

否で きるのかは,同 様にまだ規定されていない。6)

3)公 法上の処理機関又は民間処理機関の処理義務を移行された第三者:た

だ し,こ の場合には,公 法上の処理機関又は民間処理機関の代わ りに,い

5)ArzちC./W.Siederer:DrittbeauftragungundP且ichtenUbertragungin:GaBner,

H/A.Versmann(Hrsg.),ハleuordnungkomm〃naler・4聰 α∂θ〃 珈 、κノeisla吻irt-

schafts-und/lbfallgesetz,Berlin1996,S.61

6)KahLW.:DiePrivatisierungderEntsorgungsordnungnachdemKreislaufwirt-

schafts-undAbfallgesetz;in:DeutschesVerwaltungsblatt24/1995,S.1330f
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まや第三者に引 き渡 し義務がある,と いうことを規定しなかった。

4)州 法によって規定された特殊廃棄物処理組織。

5)廃 棄物を義務上,あ るいは自由意思にもとづき引き取る生産者及び販売者。

3.4.2引 き渡 し義務7)

循環型経済 ・廃棄物法は,以 下の引き渡 し義務 に関する事項を規定した。

1)公 法上の処理機関に対する引 き渡 し義務(第13条 第1項)

第1に,民 聞家庭で生 じる廃棄物の発生者 と所有者は,そ の廃棄物が再

活用で きる状態にない場合や,あ るいは再活用する意思がないかぎり,そ

の廃棄物を公法上の処理機関に引き渡さなければならない。

その所有者が第三者に,あ るいは他の廃棄物所有者 と共同で再活用させ

る又は再活用 させる意思のある民間家庭廃棄物の場合,あ るいは所有者固

有の施設又は地所 内で再活用される廃棄物は,公 法上の処理機関に対する

引き渡 し義務から除外 されるか どうか,と いうことが論議されている。

第2に,循 環型経済 ・廃棄物法で新規に登場 した専門用語,す なわち民

間家庭 とい う 「他の分野で発生 した除去用廃棄物」については,そ の廃棄

物の発生者及び所有者は,公法上の処理機関に引 き渡さなければならない。

ただし,発 生者及び所有者が,固 有の施設で除去 し,引 き渡 さなくとも公

共上の利害を著 しく侵さない場合は,そ のかぎりではない。

廃棄物所有者固有の処理施設における処理計画にもかかわらず,「 著し

い公共上の利害」 という理由にもとづ き,営 利企業か ら生 じる除去用廃棄

物の公法上の処理機関への引き渡 しを要求で きるのは,そ のような自己処

理が処理義務を負 う団体の計画や処理保障を侵害すると解釈 されるからで

ある。 自治体の処理施設を十分に稼働できない結果,そ の経済的な操業が

脅かされた り,あ るいは他の引 き渡 し義務のある者にとっては負担できな

い程の料金の引 き上げによってのみ操業されうるということなら,処 理保

7)こ れ まで 原 文 の"Oberlassungsp且icht"を 「委 託 義 務 」と して い た が,本 稿 よ り 「引

き渡 し義 務 」 と改 め る 。
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障が脅かされうる。8)

2)引 き渡 し義務を免除される例外的な廃棄物

公法上の処理機関への引き渡 し義務 には例外があ り,引 き渡し義務を免

除される廃棄物は,以 下の通 りである。

a)引 き取 り義務あるいは返還義務のある廃棄物で,非 公法上の処理機関

が,そ の引き取 りに協力 し,引 き取 り義務を負う者に実際に返還される

場合。 もし,そ うでなければ,こ の廃棄物は公法上の処理機関に引き渡

されなければならない(同 第3項)。

b)こ れまで通 り,公 益的な又は営利企業による収集によって,き ちんと

した無害の再活用のために供給 される廃棄物(要 特別監視廃棄物beson-

derstiberwachungsbedtirftigeAbfdlle)も 例外である。

DSD(1)ualesSystemDeutschlandGmbH)の ようなシステムは,こ

の規定を業務の根拠にするだろう。すなわち,DSDは,包 装容器廃棄

物 の引 き取 り義務 を負 う生産者及び販売者が,義 務を履行するための

サービスをする。具体的には,DSDは,消 費者が特定の収集日に指定

場所に,指 定の黄色い半透明のビニール袋に入れて置いた包装廃棄物を

収集 し,こ れを再活用のための原料 として供給する。つまり,引 き取 り

義務を負 う生産者 と販売者を義務か ら解放するわけである。

c)民 間の処理機関あるいは第三者に,処 理義務が移行 されたものとして

引き渡 される廃棄物(同 第2項)。

d)自 由意思により,生 産者又は販売者によって引 き取 られる廃棄物(同

第3項)。

8)ド イツで は,家 庭 ゴ ミは,地 方 自治体 が有 料 で収集 し,処 理 す る。 自治体 と して

は,将 来 的な計 画 の も とに処 理施 設 の拡張 等 を行 うわ けで あ るが,そ れ に見合 う

程 に充 分 に廃棄 物が 収集 され処理 され るな ら,問 題 は ない。 しか し,具 体 的 な例

を挙 げ る と,例 え ば,カ ッセ ル市(郡 か ら独立 した 自由都市)の 廃棄 物焼 却施 設

は,数 年前 に大 幅 に拡張 され たが,そ れに見 合 う量 の廃棄物 を焼 却 す るほ どに は,

十 分 に稼働 してい ない。 そ の為,無 駄 な投 資 を し,市 の財政 に負 担 を与 えた とし

て,市 長 は拡張 計画 をめ ぐり,批 判 の矢 面 に立 た され てい る。
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ではあるが,こ れの法的基盤は明確でない。ひょっとしたら,こ れは営

利企業の収集により再活用のために引き渡された廃棄物 と見 なされる。

そのため,引 き渡 し義務から免除される。「第25条 及び26条 により,廃

棄物の自由意思にもとつ く引き取 りは,営 利企業 による収集とは見なさ

れない。この規則は,特 に,自 由意思にもとづ き引き取る生産者及び販

売者 を,第5条 及び第11条 による廃棄物所有者の義務下に置 く。第13条

第3項 第3号 の意味で,営 利目的のために特定の廃棄物を収集 し,そ れ

を収集者にとって経営上意義のある再活用のために供給するとい う,営

利企業 による収集との相違は,以 下の点にある。すなわち,第25条 及び

第26条 の意味での自由意思にもとつ く引き取 りは,生 産者及び販売者が

生産物 を販売するに当たり,古 い器械(例 えば,冷 蔵庫又は洗濯機)を

引 き取 り,そ れをきちんと再活用又は除去する気 を起こさせるための刺

激 となる。ではあるが,第25条 及び第26条 には,引 き渡 し義務の制限が

含まれているのか,あ るいは第13条 第3項 と同類と仮定 されうるのかは,

条文からは,明 確にはわからない。第25条 及び第26条 が,直 接的あるい

は問接的に引 き渡し義務の免除に結びつ くのか どうかという問題は,裁

判所による判断を必要 とする。」9)

e>公 法上の処理機関の処理義務か ら排除された,例 外的な廃棄物。

すなわち,循 環型経済 ・廃棄物法は,公 法上の処理機関並びに処理義務

を移行 された場合の民間処理機関に対 し,特 定の廃棄物を処理義務か ら

排除するという旧廃棄物法の規定に比べ,よ り拡大 された権利を留保 し

ている(第15条 第3項)。 それは,以 下の場合である。

これまで と同様に,民 間家庭か ら生 じた ものでない,さ らにその種

類 と量あるいは性質故に民間家庭廃棄物 と一緒に除去できない廃棄物。

9)Arzt,C:NeuordnungderUberlassungs-uidEntsorgungspflichten,in:GaBner,H

/AVersmann(Hrsg),.〈leuordnungkommunaler・4噸 ∂θ〃 珈KredSla吻irzltschaL/11s-

%〃d/lbfallgesets1996,S.39
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他の処理機関あるいは第三者により,州 の廃棄物経済計画 と一致す

る環境に適った除去が保障されている,民 間家庭 としての他の発生分

野から生 じた廃棄物。

この場合,民 間処理機関に処理義務が移行する廃棄物を指すのでは

ない。なぜなら,こ の場合,第15条 第2項 により,原 則的に公法上の

処理機関の処理義務がなくなるか らである。この例外の可能性は,民

間処理機関又は第三者が,そ れに対する義務を伴わずに,処 理の可能

性を供与するという場合に適用される。lo)

引き取 り義務のある,さ らにそのために適当な引き取 り施設が実際

に準備 されている廃棄物。

例外 とされた廃棄物に関しては,そ の処理義務が廃棄物発生者及び所

有者に戻 る。ただし,そ の廃棄物が,他 の処理機関に引き渡される場合

や,あ るいはそのような機関に自由意思にもとついて引き渡される場合

は,そ のかぎりではない。

3)自 治体への引 き渡 し義務か ら除外された廃棄物の処理義務

自治体への引 き渡 し義務か ら除外された廃棄物は,そ の廃棄物が生産者

及び販売者 に返還される場合は,こ れ らが処理義務を負 う(循 環型経済 ・

廃棄物法第26条)。 民間処理機関に引き渡 される廃棄物の例外規則は,元

来の生産者及び販売者に代わって,民 間処理機関が再活用及び除去義務を

負うということを明確 に含んでいる。公益的あるいは営利的企業による収

集に引 き渡 した廃棄物の生産者及び販売者が,さ らに廃棄物の再活用に責

任があるのかどうか,あ るいは公益的機関又は営利的収集業者は,廃 棄物

を引 き取ることによって,元 来の生産者及び販売者か らその処理に対する

責任をも引き受けるのかどうかは,明 確でない。

10)ebd.,S.47
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4)民 問処理業者に対する引き渡 し義務

民間処理機関に当該廃棄物の処理義務が移行され,さ らに民間処理機関

が移行 された処理義務を履行するために,引 き渡 し義務を必要 とするか ぎ

り,家 庭か ら生 じたものではない除去用廃棄物の生産者及び販売者は,循

環型経済 ・廃棄物法第17条 第6項 第2文 ない しは第18条 第2項 第2文 によ

り,この廃棄物 を民間処理機関に引き渡さなければならない。循環型経済 ・

廃棄物法第17条 第6項 第4文 に従うと,廃 棄物を自ら処理するという発生

者及び所有者の権限は不動である。これに関 しては,以 下の ように解釈で

きる。すなわち,所 有者又は発生者がその再活用不可能な廃棄物 を自分自

身で除去(固 有の施設において除去処理,あ るいは第三者による除去処理)

しない場合にのみ,民 間処理機関に対す る引き渡 し義務を負 う。11)

第13条 第1項 は,除 去用家庭ゴミと営利企業か ら生 じた廃棄物 に対する

引 き渡し義務を制限している(こ の条項については,第17条 第6項 第2文,

さらにこれについては第18条 第2項 第2文 と関連する)。 この際,家 庭ゴ

ミの引き渡 し義務は,公 法上の処理機関に対 してのみあるのであって,民

間処理機関に対 してはない。だか ら民間処理機関は,再 活用用廃棄物の引

き渡 しを要求で きないということか ら出発 しているわけである。ではある

が,営 利企業か ら生 じた廃棄物の再活用が,基 本的に民間処理機関に移行

された義務の対象に入る,と いう可能性を排除するわけではない。実際に

そのような廃棄物 を引き渡 される場合にのみ,連 合会ない しは会議所付属

組織に,具 体的な処理義務が生 じるということである。

主要な解釈によると,民 間家庭は,そ の家庭ゴミの民間処理機関への引

き渡 し義務を負わせ られることはない。 もし引 き渡 し義務を負わせ られる

としたら,廃 棄物の処理が民間処理機関あるいは第三者に義務 として引 き

受けられるか ぎりにおいてのみ,民 間家庭 としての他の発生分野からの廃

11)H61scher,F.:OffentlicheundprivateAbfallentsorgungIhreStellungnach

demAbfallgesetzunddemKreislaufwirtschafts-undAbfallgesetz,in:Zeitschrzft

ノ諺7乙lmweltrecht-Z乙fl～4/1995,S.181
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棄物の処理義務か ら公法上の処理機関が解放 される,という規定に反する。

したがって,公 法上の処理機関は,家 庭ゴミの処理義務から解放されない。

このことから,逆 に見 ると,連 合会あるいは会議所付属組織は,家 庭ゴミ

の処理義務 を負わせ られない,と いう帰結が導き出される。

民間処理機関への引き渡 し義務は,そ の処理が民聞処理機関に義務 とし

て負わせ られた廃棄物の場合にのみ生 じる。又,元 来,義 務を負っていた

者が,義 務の移行によって,そ の義務か ら解放 されるのであって,複 数の

処理機関が同時に,特 定の廃棄物の処理義務を負 うということはない。12)

ここでも,引 き取 り義務あるいは返還義務のある,公 益上の収集あるい

は営利企業による収集によって,再 活用用に引き渡された廃棄物並びに処

理義務か ら排除された廃棄物は例外である。

5)要 特別監視廃棄物に対する引 き渡し義務及び提供義務

循環型経済 ・廃棄物法第13条 第4項 は,連 邦各州に対 し,特 に監視が必

要な廃棄物に対する引 き渡し義務及び提供義務に関する法律 を制定するこ

とを許 している。そのために,除 去用の要特別監視廃棄物は,州 によって

は,無 制限の引き渡 し義務あるいは提供義務を負わされうる。再活用用の

要特別監視廃棄物に関しては,き ちんとした再活用の方法が保障されない

場合 にかぎり,引 き渡 し義務あるいは提供義務を負わされうる。このよう

な廃棄物は,連 邦政府による法規命令 によって規定される。循環型経済 ・

廃棄物法の施行以前に存在 していた,再 活用用の要特別監視廃棄物に対す

る州法上の提供義務は,そ のまま残っている。

民間処理機関及び第三者 に安全処理義務が移行 し,さ らにこれ らの者が,

当該廃棄物をその安全処理義務か ら排除 しなかった場合にかぎり,こ れ ら

の者は,州 法によって規定された要特別監視廃棄物 に対する提供義務及び

引 き渡 し義務を負わされない(第13条 第4項 第5文)。 つ まり,営 利企業

で発生 した要特別監視廃棄物 は,州 法で定め られた特定の組織への提供義

12)ebd.,S.180
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務及び引 き渡 し義務にもかかわ らず,こ れ らの機関を通さずに,民 間処理

機関あるいは第三者が処理できるということである。管轄官庁がこの処理

経路 を断つのかどうか,そ して どの程度に断つか,つ まり,処 理連合会あ

るいは会議所からの特別廃棄物の安全処理義務の移行に関する申請を拒否

するか,そ の決定の余地が どのような法的制限を受けるかは,判 例がでる

まで待ってみなければ分からない。

3.4.3生 産者又は販売者への返還義務

第24条 第2項 第2号 は,特 定の廃棄物の所有者が,こ の廃棄物を引き取 り義

務のある生産者又は販売者に引 き渡さなければならないということを,法 規命

令によって規定する権限を連邦政府に与えている。ではあるが,そ のような法

規命令は,こ れまでに制定されていない。

引き渡 し義務があるということは,同 時に廃棄物発生者及び所有者が,自 分

で選択 し,ま た自分の責任で,廃 棄物の安全処理方法を選ぶ権利を制限される

ということである。

引き渡 し義務 を負う廃棄物の他にも,所 有者あるいは発生者が,そ の義務を

負っていなくとも,民 間処理機関に引き渡すことができ,且 つその処理義務が

この民間処理機関に移行 された廃棄物に対 しても,廃 棄物発生者あるいは所有

者の基本的な安全処理義務は,無 くなる。つ まり,民 問処理機関への義務移行

とは,最 初に義務を負 っていた者を義務から解放するということを含んでいる。

だから,そ のような廃棄物の発生者及び所有者は,そ の引 き渡 しの権利 を行使

しない場合にかぎり,そ の廃棄物の安全処理に責任 を負う。

3.4.4回 避不可能な廃棄物の処理についての概観

以下のように,循 環型経済 ・廃棄物法によって命令された,あ るいは認め ら

れている,回 避不可能な廃棄物の処理経路について概観 してみる。部分的には

さらに,そ の廃棄物に特有な処理方法別に分け,あ るいは営利企業より排出さ

れる特別に処理すべ き廃棄物を分類する。
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1)独 自管理による処理

a)工 場内除去あるいは再活用:著 しい公共上の利害が,公 法上の処理機

関への引 き渡 しを必要 としないか ぎり,企 業は,特 別に監視を必要とし

ない除去用廃棄物 を,固 有の施設で処理できる。

監視 を必要 としない廃棄物の固有の施設内での再活用は,法 が要求する

すべての事項を満たす と想定されている。ただし,こ の留保条件が無 く

とも可能である。つまり,再 活用用の廃棄物に関しては,原 則的に公法

上の処理機関あるいは民間処理機関への引 き渡 し義務が ないか らであ

る。

固有の施設内での特殊廃棄物Sonderabfalleの 除去 あるいは再活用

は,州 法上の特定の引 き渡し義務あるいは自治体管轄の機関への引 き渡

し義務 と対立す ることもあ りうる。

b)第 三者への引き渡 し:(1)営 利的廃棄物収集業者を通 じて委託する場合

と,(2)廃 棄物を除去処理する企業又は再活用する企業あるいは家庭へ直

接搬入 し,引 き渡す場合がある。

営利企業は,以 下のような除去用廃棄物の安全処理を第三者に委託で

きる。つまり,公 法上の処理機関が,そ の処理義務か ら排除した廃棄物,

生産者及び販売者への返還義務のない廃棄物,特 定の引 き渡し義務や提

供義務のない特殊廃棄物等の除去用廃棄物の安全処理を第三者に委託で

きる。

除去用廃棄物の安全処理義務が,民 間処理機関に移行 されるか ぎり,

企業 はこの廃棄物もまた独自の管理により処理で きる。

再活用用の廃棄物については,原 則的に引き渡 し義務はない。

再活用用の廃棄物が,再 活用用の要特別監視廃棄物 として法規命令 に

より規定されていないか ぎり,且つ この場合に,州法上,特 定の特殊廃棄

物処理機関への引 き渡し義務あるいは提供義務が無いかぎり,そ の他の

法的な規定の枠内で,営利企業は再活用の処理経路 を自由に選択できる。

以下の廃棄物に関しては,営 利企業は,第 三者に委託する以外に,そ
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の処理方法はない。

一 企業が固有の施設内で再活用あるいは除去処理で きない廃棄物 ,

一 公法上の処理機関が,そ の処理義務か ら排除 した廃棄物,

一 その処理義務が ,民 間処理機関にも第三者にも移行 されていない廃

棄物

一 生産者あるいは販売者により直接 ,又 は委託された第三者を通 し,

あるいは共同返還システムにより,引 き取 られる廃棄物,

一 州法による引 き渡 し義務あるいは提供義務のない特殊廃棄物。

営利上の処理企業の他 に,全 ての公法上,民 法上の法人が,第 三者 と

して委託を受けることができる。例 えば,市 町村のような自治体,公 法

上の処理連合会,循 環型経済 ・廃棄物法第17条 が定める処理連合会,あ

るいは循環型経済 ・廃棄物法第18条 が定める会議所の付属組織がこれに

相当する。又,例 えば,同 業組合の仲介により設立された,特 定の廃棄

物又は全ての廃棄物処理のための,複 数の企業による処理組合 もこれに

相当する。

2)公 法上の処理機関による安全処理に至るまでの廃棄物の収集及び搬入方法

a)処 理義務のある団体 を通 じた,あ るいはその団体に委託 された第三者

による残留廃棄物安全処理までの収集 ・運搬:(1)処 理義務のある団体,

あるいはその団体に委託された第三者による,民 間家庭の残留廃棄物 と

一緒に収集 ・搬入される業務廃棄物 ,(2)処 理義務のある団体,あ るいは

その団体に委託された第三者による,家 庭ゴミに類似 した営利企業で発

生した廃棄物の個別収集及び搬入,(3)安 全処理施設への自己搬入等。

b)処 理義務のある団体,あ るいはその団体に委託された第三者が,工 業

原料として利用価値のある廃棄物Wertstoffを 収集する。

c)処 理義務のある団体,あ るいはその団体に委託された第三者が,特 殊

廃棄物を収集する。

営利企業から生 じるすべての除去用の廃棄物,つ まり,廃 棄物発生者

又は所有者 自身も,そ の団体に委託された第三者も,再 活用しない廃棄
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物はすべて,公 法上の処理機関に引 き渡 さなければならない。そのよう

な廃棄物 とは,以 下の通 り。

一 固有の施設がないために,固 有の施設で除去できない廃棄物,あ る

いは著 しい公共上の利害から引き渡 しを要するために,固 有の施設で

除去す ることが許されない廃棄物,

一 引 き取 り義務又は返還義務 を負わない廃棄物 ,

一 公益的,あ るいは営利的収集によって,き ちんとした,且 つ無害な

再活用 に引 き渡 されることが保障されない廃棄物,

一 民間処理機関にその安全処理義務がない廃棄物 ,あ るいは第三者に

その安全処理義務が移行 されない廃棄物,

一 公法上の処理機関の処理義務か ら排除されなかった廃棄物等であ

る。

これらに加え,営 利企業には,以 下のような廃棄物 を公法上の処理機

関を通 じて処分するとい う選択権がある。その ような廃棄物 とは,以 下

の通 り。

一 公法上の処理機関が ,そ の処理義務か ら排除 しなかった廃棄物,

一 固有の施設で処理で きる廃棄物 ,あ るいは処理することを許される

廃棄物,

一 引 き取 り義務はあるが ,返 還義務のない,且 つその引 き取 りに公法

上の処理機関が関わ らない廃棄物。この場合,次 項 に挙げる処理の可

能性がなければ,処 理義務のある団体に引 き渡 さなければならない。

一 公益的,あ るいは営利的収集により,き ちんとした,且 つ無害な再

活用に引き渡されることが保障されない廃棄物等である。

3)処 理義務 を移行された民間処理機関あるいは第三者を通 じた処理

その除去又は再活用の処理義務が,民 間処理機関に移行 された廃棄物は,

これを通 じて処理されねばならない。ただし,以 下の廃棄物の場合は例外

である。

一 引 き取 り義務又は返還義務下にある廃棄物,
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公益的あるいは営利的収集により,き ちんとした,且 つ無害な再活

用 に引 き渡 されることが保障されない廃棄物,あ るいは

その発生者又は所有者が,固 有の施設で除去又は再活用する廃棄物

等である。

4)州 法による管轄組織を通 じた特殊廃棄物の安全処理

当該連邦州が要特別監視廃棄物に対する引 き渡 し義務,あ るいは提供義

務を定めているかぎり,企 業は,そ のような廃棄物 を州法により特殊廃棄

物処理機関として定め られた組織を通 じ,処 理 しなければならない。ただ

し,州 法が例外を許す場合 もある。

5)生 産者又は販売者,あ るいはその委託による第三者への返還後の除去又

は再活用,あ るいは生産者及び販売者により共同設立された引き取 りシス

テム(例 えば,DSD)に よる収集後の除去又は再活用

営利企業で発生する多様な種類の廃棄物は,部分的には法的義務により,

あるいは生産者又は販売者の自由意思により,引 き取 られる。あるいは,

生産者又は販売者の委託による第三者や,又 は共同設立されたシステムに

より,引 き取 られる。法規命令 により,生 産者又は販売者が引き取 らなけ

ればならない廃棄物は,公 法上の処理機関又は民間処理機関への引 き渡 し

義務を免除されている。循環型経済 ・廃棄物法は,法 規命令の発令者が特

定種類の廃棄物の引き取 りを,生 産者又は販売者に強制的に命令すること

を可能にしている。


